
精密検査を受けましょう

精密検査は血液検査と超音波検査です

検査費用の助成制度があります
（対象となる要件については裏面をご確認ください）

STEP1 精密検査を受ける医療機関を決める

肝炎等精密検査実施医療機関の中から受診する医療機関を決めましょう。

【松江】松江赤十字病院／松江市立病院／松江記念病院／総合病院松江生協病院／あさひまちクリニック／
ほしの内科・胃腸科クリニック／うえだ内科ファミリークリニック／やすぎ博愛クリニック／
金藤内科小児科医院

【雲南】雲南市立病院／はまもと内科クリニック／加藤医院
【出雲】島根大学医学部附属病院／島根県立中央病院／出雲市立総合医療センター／医療法人順和会中島医院

／三原医院／医療法人遠藤クリニック／医療法人社団耕雲堂小林病院／たまがわ内科クリニック
【県央】大田市立病院／医療法人社団福田医院／医療法人郷原医院
【浜田】浜田医療センター／丸山内科クリニック／北村内科クリニック／医療法人社団寺井医院／

島根県済生会江津総合病院
【益田】益田赤十字病院／石見クリニック／医療法人好生堂和﨑医院
【隠岐】隠岐病院／隠岐島前病院

肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方は

STEＰ２ 予約する

予約日時 月 日（ ） ：

医療機関を決めたら精密検査の予約をしましょう。

STEＰ３ 受診する

予約日に受診し精密検査を受けましょう。

放置すると肝がんに進行する可能性があります

詳しい情報はこちら

費用助成は県外の肝疾患専門医療機関で受診されたものも対象となります。
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島根県内に住民票がある方で以下の要件すべてに該当する方
□1年以内に「県または市町村が実施した肝炎ウイルス検査」

（市町村の実施した人間ドックは対象外）「職場検診」
「妊婦健診」「手術前検査」において陽性と判定された方

□医療保険各法（後期高齢者含む）の被保険者、被扶養者
□「陽性者フォローアップ事業」に同意した方

＊定期的に状況確認の連絡を行います

●初診料（再診料）・ウイルス疾患指導料
●血液検査

＊医師の判断で追加された項目など、助成の対象外
となるものがあります

●超音波検査（断層撮影法（胸腹部））

❸県による審査・支払い

対象 対象となる検査

申請の流れ

申請窓口
お住まいの地域 管轄の保健所 電話番号

松江市、安来市 松江保健所 0852-23-1315

雲南市、奥出雲町、飯南町 雲南保健所 0854-42-9674

出雲市 出雲保健所 0853-21-1191

大田市、川本町、美郷町、邑南町 県央保健所 0854-84-9844

浜田市、江津市 浜田保健所 0855-29-5554

益田市、津和野町、吉賀町 益田保健所 0856-31-9549

隠岐の島町 隠岐保健所 08512-2-9713

海士町、西ノ島町、知夫村 隠岐保健所 08514-7-8121

相談窓口
島根大学医学部附属病院（肝疾患診療連携拠点病院）肝疾患相談・支援センター
TEL ：0853-20-2721（平日 9：00 ～16：00 ）　メール：ksb30@med.shimane-u.ac.jp

制度の詳しい内容は
県のホームページを
チェック！

【島根県 】健康福祉部薬事衛生課　0852-22 -6530

お気軽に
ご相談ください！

❶精密検査を受診し、検査費用を支払う

❷申請書類を揃えてお住まいの地域の保健所に申請
□申請書
□領収書・診療明細書
□肝炎ウイルス検査の結果がわかるもの
□フォローアップ同意書
□助成金振込先金融機関の口座が分かる書類（通帳の写し等、口座番号、カナ氏名の記載があるもの）
□＊職場検診の場合：住民票、職域検査証明書（保有している場合のみ）
□＊手術前検査の場合：検査後に受けた手術料が算定された診療明細書

精密検査の費用は助成により払い戻しが受けられます

「島根県肝炎等精密検査実施医療機関」で検査を受けてください。

検査費用を支払い、領収書と診療明細書を発行してもらいます。
検
査

支払い

申請

各種様式の
ダウンロードも
できます。


